
○
科
学
技
術
特
別
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

8

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

衆

元
、
二
、
一
四

元
、
三
、
六

　
　
　
（
予
）

元
、
三
、
二
九

可
　
　
決

元
、
三
、
三
一　

可
　
　
決

元
、
二
、
一
四

元
、
三
、
二
三

可
　
　
決

元
、
三
、
二
四

可
　
　
決

19

新
技
術
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"　
　
　
　

二
、
二
一

三
、
六

（
予
）

　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

　
　
六
、
二
二

可
　
　
決

二
、
二
一

　
　
五
、
二
三

可
　
　
決

　
　
六
、
八

可
　
　
決

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

108
国
会

2

宇
宙
開
発
基
本
法
案

塩
出
啓
典
君

外
　
　
一
　
　
名　

（
昭
六
二
、
五
、
一
五
）　

昭
和

　
六
三
、
一
二
、
三
〇　

未
　
　
　
　
　
　
　
了



原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
八
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る

　
法
律
が
改
正
さ
れ
て
か
ら
九
年
が
経
過
し
た
現
在
、
原
子
力
損
害
賠

　
償
制
度
に
係
る
内
外
の
状
況
の
進
展
等
に
か
ん
が
み
、
さ
ら
に
被
害

　
者
の
保
護
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
賠
償
措
置
額
を
引
き
上
げ
、
ま

　
た
、
原
子
力
損
害
賠
償
補
償
契
約
及
び
国
の
援
助
に
係
る
期
限
を
延

　
長
す
る
等
の
措
置
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

　
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
賠
償
措
置
額
の
引
き
上
げ

　
　
　
現
在
の
原
子
力
損
害
の
賠
償
措
置
額
一
〇
〇
億
円
に
つ
い
て
、

　
　
諸
外
国
の
例
や
民
間
責
任
保
険
の
引
受
能
力
等
を
勘
案
し
、
こ
れ

　
　
を
三
〇
〇
億
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
二
、
適
用
期
限
の
延
長

　
　
　
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
中
の
原
子
力
損
害
賠
償
補

　
　
償
契
約
の
締
結
及
び
国
の
援
助
に
関
す
る
規
定
の
適
用
期
間
が
昭

　
　
和
六
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
に
切
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
十
年
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
長
し
平
成
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
開
始
さ
れ
た
原
子
炉

の
運
転
等
に
係
る
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
科
学
技

　
術
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

　
ま
す
。

　
　
原
子
力
の
開
発
利
用
を
進
め
る
に
当
た
り
ま
し
て
は
安
全
の
確
保

　
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ら
に
、

　
万
一
の
際
に
備
え
損
害
賠
償
制
度
を
整
備
拡
充
し
、
被
害
者
の
保
護

　
に
万
全
を
期
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
法
律
案
は
、
現
在
の
賠
償
措
置
額
百

　
億
円
を
三
百
億
円
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
原
子
力
の
損
害
賠
償

　
補
償
契
約
の
締
結
及
び
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
国
の
援
助
に
関
す

　
る
規
定
の
適
用
期
限
で
あ
る
昭
和
六
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
を
平

　
成
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
賠
償
措
置
額
の
考
え
方
、
最
近
の
原

　
子
力
事
故
、
原
子
力
防
災
対
策
の
実
情
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

　
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

　
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。



　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
賠
償
措
置
額
に
つ
い
て
、
今
後
一
層

の
引
き
上
げ
に
努
め
る
こ
と
等
七
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
技
術
開
発
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
新
技
術
開
発
事
業
団
が
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た

新
技
術
の
開
発
、
ま
た
新
技
術
の
創
製
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎

的
研
究
等
に
加
え
、
新
た
に
国
際
研
究
交
流
業
務
を
付
加
す
る
た
め

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
新
た
な
業
務
の
追
加
等
に
伴
い
新
技
術
開
発
事
業
団
の
名
称
を

　
「
新
技
術
事
業
団
」
に
改
め
、
法
律
の
題
名
を
「
新
技
術
事
業
団

　
法
」
と
す
る
。

二
、
新
技
術
事
業
団
の
目
的
に
試
験
研
究
に
係
る
国
際
交
流
の
促
進

　
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
業
務
の
範

　
囲
に
外
国
の
研
究
者
の
受
け
入
れ
に
係
る
支
援
等
の
業
務
を
追
加

　
す
る
。

三
、
政
府
は
、
新
技
術
事
業
団
に
土
地
、
建
物
等
を
出
資
で
き
る
よ

　
う
に
す
る
。

四
、
事
業
団
の
理
事
長
の
諮
問
機
関
で
あ
る
開
発
審
議
会
の
審
議
事

　
項
に
、
国
際
研
究
交
流
に
関
す
る
重
要
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
と

　
し
、
こ
れ
に
伴
い
開
発
審
議
会
の
名
称
を
「
新
技
術
審
議
会
」
に

　
改
め
、
委
員
の
定
数
を
五
名
増
員
す
る
。

五
、
外
国
と
共
同
し
て
基
礎
的
研
究
を
行
う
場
合
に
限
り
、
研
究
者

　
の
雇
用
、
総
括
責
任
者
の
指
定
等
に
つ
い
て
の
現
行
規
定
の
適
用

　
を
除
外
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
科
学
技

　
術
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

　
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
新
技
術
開
発
事
業
団
が
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た

　
新
技
術
の
開
発
、
新
技
術
の
創
製
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
的
研

　
究
な
ど
に
加
え
、
新
た
に
国
際
研
究
交
流
業
務
を
付
加
し
よ
う
と
す

　
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
、
新
技
術
開
発
事
業
団
の
名
称
を
新
技
術
事

　
業
団
に
改
め
、
ま
た
、
同
事
業
団
の
目
的
に
試
験
研
究
に
係
る
国
際

　
交
流
の
促
進
に
関
す
る
業
務
を
加
え
る
と
と
も
に
、
業
務
の
範
囲
に



外
国
の
研
究
者
の
受
け
入
れ
に
係
る
支
援
、
外
国
の
研
究
者
の
た
め

の
宿
舎
の
設
置
・
運
営
・
国
際
交
流
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
の
業

務
を
追
加
す
る
な
ど
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
基
礎
的
研
究
の
強
化
・
充
実
の
必
要

性
、
国
際
研
究
交
流
の
不
均
衡
の
実
態
、
創
造
的
人
材
の
確
保
・
育

成
の
方
策
、
国
立
研
究
機
関
の
あ
り
方
、
研
究
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
の
整
備
・
改
善
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
詳
細

は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ

て
、
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




